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第１号議案 定款一部変更の件

現行定款 定款変更案

（発行可能株式総数）
第５条　当会社の発行可能株式総数は、２，４００万
株とする。

（発行可能株式総数等）
第５条　当会社の発行可能株式総数は、２，４００万
株とし、普通株式の発行可能種類株式総数は２，４０
０万株、Ａ種優先株式の発行可能種類株式総数は６，
０００株、Ｂ種優先株式の発行可能種類株式総数は５
００株とする。

（単元株式数）
第７条　当会社の１単元の株式数は、100株とする。

（単元株式数）
第７条　当会社の１単元の株式数は、普通株式につい
て100株、Ａ種優先株式について１株、Ｂ種優先株式
について１株とする。

株主総会参考書類

１．提案の理由
アフターコロナにおける成長軌道回帰の実現に向け、機動的な資本政策の遂行に対し資本性のある資金を調達す

ることが必要であると考え、第三者割当による方法で新たな種類の株式であるＡ種優先株式およびＢ種優先株式を
発行したいと存じます。つきましては、現行定款第５条、第７条および第44条の規定を変更すると共に、新たな種
類の株式であるＡ種優先株式およびＢ種優先株式に関する規定（第11条の２～19および第43条の２）を新設する
ものであります（以下、合わせて「本定款変更」といいます。）。

なお、本定款変更の効力発生は、本定時株主総会において、第２号議案が原案通り承認可決されることを条件と
するものであります。

２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）
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現行定款 定款変更案

（新設）

第２章の２　Ａ種優先株式
（Ａ種優先配当金）
第11条の２　当会社は、第42条の規定に従い、剰余
金の期末配当を行うときは、当該期末配当の基準日の
最終の株主名簿に記載または記録されたＡ種優先株式
を有する株主（以下「Ａ種優先株主」という。）また
はＡ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ａ種優先登
録株式質権者」といい、Ａ種優先株主と併せて「Ａ種
優先株主等」という。）に対し、第11条の19に定め
る支払順位に従い、Ａ種優先配当金として、Ａ種優先
株式１株につき、Ａ種優先株式の払込金額および前事
業年度に係る期末配当後の未払Ａ種優先配当金（次項
において定義される。）（もしあれば）の合計額に年
率４．０％を乗じて算出した金額について、当該剰余
金の配当の基準日の属する事業年度の初日（ただし、
当該剰余金の配当の基準日が払込期日と同一の事業年
度に属する場合は、払込期日とする。）（同日を含
む。）から当該剰余金の配当の基準日（同日を含
む。）までの期間の実日数につき、１年を365日とし
て日割計算により算出される金額（以下「Ａ種優先配
当金額」という。）を支払う（ただし、除算は最後に
行い、円単位未満小数第３位まで計算し、その小数第
３位を四捨五入する。）。ただし、当該期末配当の基
準日の属する事業年度において、第11条の３に定める
Ａ種期中優先配当金を支払ったときは、その合計額を
控除した額を支払うものとする。また、当該剰余金の
配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日まで
の間に、当会社がＡ種優先株式を取得した場合、当該
Ａ種優先株式につき当該基準日に係る剰余金の配当を
行うことを要しない。
２　ある事業年度において、Ａ種優先株主等に対して
支払う１株当たりの剰余金の額が、当該事業年度に係
るＡ種優先配当金額に達しないときは、その不足額
（以下「未払Ａ種優先配当金」という。）は翌事業年
度以降に累積する。
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現行定款 定款変更案
３　当会社は、Ａ種優先株主等に対して、Ａ種優先配
当金額を超えて剰余金の配当は行わない。

（新設）

（Ａ種期中優先配当金）
第11条の３　当会社は、第43条または第43条の２の
規定に従い、事業年度末日以外の日を基準日（以下
「Ａ種期中配当基準日」という。）とする剰余金の配
当（以下「Ａ種期中配当」という。）をするときは、
Ａ種期中配当基準日の最終の株主名簿に記載または記
録されたＡ種優先株主等に対して、第11条の19に定
める支払順位に従い、Ａ種優先株式１株につき、Ａ種
優先株式の払込金額および前事業年度に係る期末配当
後の未払Ａ種優先配当金（もしあれば）の合計額に年
率４．０％を乗じて算出した金額について、当該Ａ種
期中配当基準日の属する事業年度の初日（ただし、当
該Ａ種期中配当基準日がＡ種優先株式の払込期日と同
一の事業年度に属する場合は、当該払込期日）（同日
を含む。）から当該Ａ種期中配当基準日（同日を含
む。）までの期間の実日数につき、365日で除した額
（ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第３位
まで計算し、その小数第３位を四捨五入する。）の金
銭による剰余金の配当（以下「Ａ種期中優先配当金」
という。）を支払う。ただし、当該Ａ種期中配当基準
日の属する事業年度において、当該Ａ種期中配当まで
の間に、本条に定めるＡ種期中優先配当金を支払った
ときは、その合計額を控除した額とする。また、当該
Ａ種期中配当基準日から当該Ａ種期中配当が行われる
日までの間に、当会社がＡ種優先株式を取得した場
合、当該Ａ種優先株式につき当該Ａ種期中配当基準日
に係るＡ種期中配当を行うことを要しない。
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現行定款 定款変更案

（新設）

（残余財産の分配）
第11条の４　当会社は、残余財産を分配するときは、
Ａ種優先株主等に対して、第11条の19に定める支払
順位に従い、Ａ種優先株式１株当たり、次条第２項に
定めるＡ種基本償還価額相当額から、Ａ種控除価額相
当額を控除した金額（ただし、Ａ種基本償還価額相当
額およびＡ種控除価額相当額は、Ａ種基本償還価額算
式およびＡ種控除価額算式における「Ａ種償還請求
日」を「残余財産分配日」（残余財産の分配が行われ
る日をいう。以下同じ。）と、「償還請求前支払済Ａ
種優先配当金」を「解散前支払済Ａ種優先配当金」
（残余財産分配日までの間に支払われたＡ種優先配当
金（残余財産分配日までの間に支払われたＡ種期中優
先配当金を含む。）の支払金額をいう。）と読み替え
て算出される。）を支払う。なお、解散前支払済Ａ種
優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、
解散前支払済Ａ種優先配当金のそれぞれにつきＡ種控
除価額相当額を計算し、その合計額をＡ種基本償還価
額相当額から控除する。
２　Ａ種優先株主等に対しては、前項のほか残余財産
の分配は行わない。
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現行定款 定款変更案

（新設）

（金銭を対価とする償還請求権）
第11条の５　Ａ種優先株主は、いつでも、当会社に対
し、分配可能額を取得の上限として、Ａ種優先株式の
全部または一部の取得と引換えに金銭を交付すること
を請求すること（以下「Ａ種償還請求」という。）が
できる。当会社は、かかる請求（以下、Ａ種償還請求
がなされた日を「Ａ種償還請求日」という。）がなさ
れた場合には、法令の定めに従い取得手続を行うもの
とし、請求のあったＡ種優先株式の一部のみしか取得
できないときは、比例按分、抽選その他取締役会の定
める合理的な方法により取得株式数を決定するものと
し、また、Ａ種償還請求日においてＡ種償還請求が行
われたＡ種優先株式および同日に金銭を対価とする取
得請求権が行使されたＢ種優先株式の取得と引換えに
交付することとなる金銭の額が、Ａ種償還請求日にお
ける分配可能額を超える場合には、Ａ種償還請求が行
われたＡ種優先株式および取得請求権が行使されたＢ
種優先株式の数に応じた比例按分の方法により、かか
る金銭の額がＡ種償還請求日における分配可能額を超
えない範囲内においてのみＡ種優先株式およびＢ種優
先株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得さ
れなかったＡ種優先株式については、Ａ種償還請求が
行われなかったものとみなす。
２　Ａ種優先株式１株当たりの取得価額は、Ａ種基本
償還価額から、Ａ種控除価額を控除して算定するもの
とし、これらの価額は、以下の算式によって算定され
る。ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第３
位まで計算し、その小数第３位を四捨五入する。な
お、以下の算式に定める償還請求前支払済Ａ種優先配
当金が複数回にわたって支払われた場合には、償還請
求前支払済Ａ種優先配当金のそれぞれにつきＡ種控除
価額を計算し、その合計額をＡ種基本償還価額から控
除する。
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現行定款 定款変更案
（Ａ種基本償還価額算式）
Ａ種基本償還価額
＝1,000,000円×(１＋０．０４)m+n/365

Ａ種優先株式に係る払込期日（同日を含む。）からＡ
種償還請求日（同日を含む。）までの期間に属する日
数を「m年とn日」とし、「m＋n/365」は「（１＋
０．０４）」の指数を表す。

（Ａ種控除価額算式）
Ａ種控除価額＝償還請求前支払済Ａ種優先配当金×(１
＋０．０４)x+y/365

「償還請求前支払済Ａ種優先配当金」とは、Ａ種優先
株式に係る払込期日以降に支払われたＡ種優先配当金
（Ａ種償還請求日までの間に支払われたＡ種期中優先
配当金を含む。）の支払金額とする。

償還請求前支払済Ａ種優先配当金の支払日（同日を含
む。）からＡ種償還請求日（同日を含む。）までの期
間に属する日の日数を「x年とy日」とし、「x＋
y/365」は「（１＋０．０４）」の指数を表す。
３　本条第１項に基づくＡ種償還請求の効力は、Ａ種
優先株式に係る償還請求書が以下の請求受付場所に到
着したときに発生する。

三重県四日市市鵜の森１－４－２８　ユマニテクプラ
ザ５階
株式会社グリーンズ
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現行定款 定款変更案

（新設）

（金銭を対価とする取得条項）
第11条の６　当会社は、いつでも、当会社の取締役会
決議に基づき別に定める日（以下、本条において「Ａ
種強制償還日」という。）の到来をもって、Ａ種優先
株式の全部または一部を、分配可能額を取得の上限と
して、金銭と引換えに取得することができる。Ａ種優
先株式の一部を取得するときは、比例按分、抽選その
他取締役会決議に基づき定める合理的な方法による。
Ａ種優先株式１株当たりの取得価額は、前条第２項に
定めるＡ種基本償還価額相当額から、Ａ種控除価額相
当額を控除した金額（ただし、Ａ種基本償還価額相当
額およびＡ種控除価額相当額は、Ａ種基本償還価額算
式およびＡ種控除価額算式における「Ａ種償還請求
日」を「Ａ種強制償還日」と、「償還請求前支払済Ａ
種優先配当金」を「強制償還前支払済Ａ種優先配当
金」（Ａ種強制償還日までの間に支払われたＡ種優先
配当金（Ａ種強制償還日までの間に支払われたＡ種期
中優先配当金を含む。）の支払金額をいう。）と読み
替えて算出される。）とする。
なお、強制償還前支払済Ａ種優先配当金が複数回にわ
たって支払われた場合には、強制償還前支払済Ａ種優
先配当金のそれぞれにつきＡ種控除価額相当額を計算
し、その合計額をＡ種基本償還価額相当額から控除す
る。

（新設）
（議決権）
第11条の７　Ａ種優先株主は、法令に別段の定めがあ
る場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

（新設）

（株式の併合または分割等）
第11条の８　法令に別段の定めがある場合を除き、Ａ
種優先株式について株式の併合または分割は行わな
い。Ａ種優先株主には、募集株式または募集新株予約
権の割当てを受ける権利を与えず、株式または新株予
約権の無償割当てを行わない。
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現行定款 定款変更案

（新設）

（種類株主総会への準用）
第11条の９　第11条（基準日に係る規定）および第
３章の規定（株主総会に係る規定）は、Ａ種種類株主
総会について準用する。

（新設）

第２章の３　Ｂ種優先株式
（Ｂ種優先配当金）
第11条の10　当会社は、第42条の規定に従い、剰余
金の期末配当を行うときは、当該期末配当の基準日の
最終の株主名簿に記載または記録されたＢ種優先株式
を有する株主（以下「Ｂ種優先株主」という。）また
はＢ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ｂ種優先登
録株式質権者」といい、Ｂ種優先株主と併せて「Ｂ種
優先株主等」という。）に対し、第11条の19に定め
る支払順位に従い、Ｂ種優先配当金として、Ｂ種優先
株式１株につき、Ｂ種優先株式の払込金額および前事
業年度に係る期末配当後の未払Ｂ種優先配当金（次項
において定義される。）（もしあれば）の合計額に年
率４．０％を乗じて算出した金額について、当該剰余
金の配当の基準日の属する事業年度の初日（ただし、
当該剰余金の配当の基準日が払込期日と同一の事業年
度に属する場合は、払込期日とする。）（同日を含
む。）から当該剰余金の配当の基準日（同日を含
む。）までの期間の実日数につき、１年を365日とし
て日割計算により算出される金額（以下「Ｂ種優先配
当金額」という。）を支払う（ただし、除算は最後に
行い、円単位未満小数第３位まで計算し、その小数第
３位を四捨五入する。）。ただし、当該期末配当の基
準日の属する事業年度において、第11条の11に定め
るＢ種期中優先配当金を支払ったときは、その合計額
を控除した額を支払うものとする。また、当該剰余金
の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日ま
での間に、当会社がＢ種優先株式を取得した場合、当
該Ｂ種優先株式につき当該基準日に係る剰余金の配当
を行うことを要しない。
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現行定款 定款変更案
２　ある事業年度において、Ｂ種優先株主等に対して
支払う１株当たりの剰余金の額が、当該事業年度に係
るＢ種優先配当金額に達しないときは、その不足額
（以下「未払Ｂ種優先配当金」という。）は翌事業年
度以降に累積する。
３　当会社は、Ｂ種優先株主等に対して、Ｂ種優先配
当金額を超えて剰余金の配当は行わない。

（新設）

（Ｂ種期中優先配当金）
第11条の11　当会社は、第43条または第43条の２の
規定に従い、事業年度末日以外の日を基準日（以下
「Ｂ種期中配当基準日」という。）とする剰余金の配
当（以下「Ｂ種期中配当」という。）をするときは、
Ｂ種期中配当基準日の最終の株主名簿に記載または記
録されたＢ種優先株主等に対して、第11条の19に定
める支払順位に従い、Ｂ種優先株式１株につき、Ｂ種
優先株式の払込金額および前事業年度に係る期末配当
後の未払Ｂ種優先配当金（もしあれば）の合計額に年
率４．０％を乗じて算出した金額について、当該Ｂ種
期中配当基準日の属する事業年度の初日（ただし、当
該Ｂ種期中配当基準日がＢ種優先株式の払込期日と同
一の事業年度に属する場合は、当該払込期日）（同日
を含む。）から当該Ｂ種期中配当基準日（同日を含
む。）までの期間の実日数につき、365日で除した額
（ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第３位
まで計算し、その小数第３位を四捨五入する。）の金
銭による剰余金の配当（以下「Ｂ種期中優先配当金」
という。）を支払う。ただし、当該Ｂ種期中配当基準
日の属する事業年度において、当該Ｂ種期中配当まで
の間に、本条に定めるＢ種期中優先配当金を支払った
ときは、その合計額を控除した額とする。また、当該
Ｂ種期中配当基準日から当該Ｂ種期中配当が行われる
日までの間に、当会社がＢ種優先株式を取得した場
合、当該Ｂ種優先株式につき当該Ｂ種期中配当基準日
に係るＢ種期中配当を行うことを要しない。
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現行定款 定款変更案

（新設）

（残余財産の分配）
第11条の12　当会社は、残余財産を分配するとき
は、Ｂ種優先株主等に対して、第11条の19に定める
支払順位に従い、Ｂ種優先株式１株当たり、次条第２
項に定めるＢ種基本償還価額相当額から、Ｂ種控除価
額相当額を控除した金額（ただし、Ｂ種基本償還価額
相当額およびＢ種控除価額相当額は、Ｂ種基本償還価
額算式およびＢ種控除価額算式における「Ｂ種償還請
求日」を「残余財産分配日」（残余財産の分配が行わ
れる日をいう。以下同じ。）と、「償還請求前支払済
Ｂ種優先配当金」を「解散前支払済Ｂ種優先配当金」
（残余財産分配日までの間に支払われたＢ種優先配当
金（残余財産分配日までの間に支払われたＢ種期中優
先配当金を含む。）の支払金額をいう。）と読み替え
て算出される。）を支払う。なお、解散前支払済Ｂ種
優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、
解散前支払済Ｂ種優先配当金のそれぞれにつきＢ種控
除価額相当額を計算し、その合計額をＢ種基本償還価
額相当額から控除する。
２　Ｂ種優先株主等に対しては、前項のほか残余財産
の分配は行わない。
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（新設）

（金銭を対価とする償還請求権）
第11条の13  Ｂ種優先株主は、いつでも、当会社に対
し、分配可能額を取得の上限として、Ｂ種優先株式の
全部または一部の取得と引換えに金銭を交付すること
を請求すること（以下「Ｂ種償還請求」という。）が
できる。当会社は、かかる請求（以下、Ｂ種償還請求
がなされた日を「Ｂ種償還請求日」という。）がなさ
れた場合には、法令の定めに従い取得手続を行うもの
とし、請求のあったＢ種優先株式の一部のみしか取得
できないときは、比例按分、抽選その他取締役会の定
める合理的な方法により取得株式数を決定するものと
し、また、Ｂ種償還請求日においてＢ種償還請求が行
われたＢ種優先株式および同日に金銭を対価とする取
得請求権が行使されたＡ種優先株式の取得と引換えに
交付することとなる金銭の額が、Ｂ種償還請求日にお
ける分配可能額を超える場合には、Ｂ種償還請求が行
われたＢ種優先株式および取得請求権が行使されたＡ
種優先株式の数に応じた比例按分の方法により、かか
る金銭の額がＢ種償還請求日における分配可能額を超
えない範囲内においてのみＡ種優先株式およびＡ種優
先株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得さ
れなかったＢ種優先株式については、Ｂ種償還請求が
行われなかったものとみなす。
２　Ｂ種優先株式１株当たりの取得価額は、Ｂ種基本
償還価額から、Ｂ種控除価額を控除して算定するもの
とし、これらの価額は、以下の算式によって算定され
る。ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第３
位まで計算し、その小数第３位を四捨五入する。な
お、以下の算式に定める償還請求前支払済Ｂ種優先配
当金が複数回にわたって支払われた場合には、償還請
求前支払済Ｂ種優先配当金のそれぞれにつきＢ種控除
価額を計算し、その合計額をＢ種基本償還価額から控
除する。
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現行定款 定款変更案
（Ｂ種基本償還価額算式）
Ｂ種基本償還価額

＝1,000,000円×(１＋０．０４)m+n/365

Ｂ種優先株式に係る払込期日（同日を含む。）からＢ
種償還請求日（同日を含む。）までの期間に属する日
数を「m年とn日」とし、「m＋n/365」は「（１＋
０．０４）」の指数を表す。

（Ｂ種控除価額算式）
Ｂ種控除価額＝償還請求前支払済Ｂ種優先配当金×(１
＋０．０４)x+y/365

「償還請求前支払済Ｂ種優先配当金」とは、Ｂ種優先
株式に係る払込期日以降に支払われたＢ種優先配当金
（Ｂ種償還請求日までの間に支払われたＢ種期中優先
配当金を含む。）の支払金額とする。

償還請求前支払済Ｂ種優先配当金の支払日（同日を含
む。）からＢ種償還請求日（同日を含む。）までの期
間に属する日の日数を「x年とy日」とし、「x＋
y/365」は「（１＋０．０４）」の指数を表す。

３　本条第１項に基づくＢ種償還請求の効力は、Ｂ種
優先株式に係る償還請求書が以下の請求受付場所に到
着したときに発生する。

三重県四日市市鵜の森１－４－２８　ユマニテクプラ
ザ５階
株式会社グリーンズ
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（新設）

（金銭を対価とする取得条項）
第11条の14　当会社は、いつでも、当会社の取締役
会決議に基づき別に定める日（以下、本条において
「Ｂ種強制償還日」という。）の到来をもって、Ｂ種
優先株式の全部または一部を、分配可能額を取得の上
限として、金銭と引換えに取得することができる。Ｂ
種優先株式の一部を取得するときは、比例按分、抽選
その他取締役会決議に基づき定める合理的な方法によ
る。Ｂ種優先株式１株当たりの取得価額は、前条第２
項に定めるＢ種基本償還価額相当額から、Ｂ種控除価
額相当額を控除した金額（ただし、Ｂ種基本償還価額
相当額およびＢ種控除価額相当額は、Ｂ種基本償還価
額算式およびＢ種控除価額算式における「Ｂ種償還請
求日」を「Ｂ種強制償還日」と、「償還請求前支払済
Ｂ種優先配当金」を「強制償還前支払済Ｂ種優先配当
金」（Ｂ種強制償還日までの間に支払われたＢ種優先
配当金（Ｂ種強制償還日までの間に支払われたＢ種期
中優先配当金を含む。）の支払金額をいう。）と読み
替えて算出される。）とする。
なお、強制償還前支払済Ｂ種優先配当金が複数回にわ
たって支払われた場合には、強制償還前支払済Ｂ種優
先配当金のそれぞれにつきＢ種控除価額相当額を計算
し、その合計額をＢ種基本償還価額相当額から控除す
る。

取得と引換えに交

付すべき普通株式

の数

＝

Ｂ種優先株主が取得の請求をした

Ｂ種優先株式の払込金額の総額

取得価額

（普通株式を対価とする取得請求権）
第11条の15　Ｂ種優先株主は、いつでも、当会社に
対して、その保有するＢ種優先株式の全部または一部
を取得することを請求することができるものとし、当
会社は、当該Ｂ種優先株主に対し、Ｂ種優先株主が取
得の請求をしたＢ種優先株式を取得するのと引換え
に、次の算式に従って算出される数の当会社の普通株
式を交付するものとする。
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現行定款 定款変更案

（新設） 調整後

取得価額
＝

調整前

取得価額
×

分割前発行済普通株式数

分割後発行済普通株式数

調整後

取得価額
＝

調整前

取得価額
×

併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数

Ｂ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
に１株に満たない端数があるときは、これを切り捨て
るものとし、この場合においては、会社法第167条第
３項に定める金銭の交付はしないものとする。
２　取得価額は、当初、504円とする。
３　普通株式につき株式の分割または株式無償割当て
をする場合、次の算式により取得価額を調整する。な
お、株式無償割当ての場合には、以下の算式における
「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済
普通株式数（但し、その時点で当会社が保有する普通
株式を除く。）」、「分割後発行済普通株式数」は
「無償割当て後発行済普通株式数（但し、その時点で
当会社が保有する普通株式を除く。）」とそれぞれ読
み替える。

調整後の取得価額は、株式の分割の場合には株式の分
割に係る基準日の翌日以降、また株式無償割当ての場
合には株式無償割当ての効力が生ずる日をもって（無
償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌
日以降）、これを適用する。
４　普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併
合の効力が生ずる日をもって（株式の併合に係る基準
日を定めた場合は当該基準日の翌日以降）、次の算式
により取得価額を調整する。
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調整後

取得価額
＝

取得前

調整価額
×

（発行済普通

株式の数－当

会社が保有す

る普通株式の

数）

＋

新たに発

行する普

通株式の

数

×

1株あ

たり

払込

金額

調整前

取得価額

（発行済普通株式の数－当会社が保有する普通株

式の数）＋新たに発行する普通株式の数

５　調整前の取得価額を下回る金額をもって普通株式
を発行または当会社が保有する普通株式を処分する場
合（株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換え
に当会社に取得される株式若しくは新株予約権（新株
予約権付社債に付されたものを含む。以下本条におい
て同じ。）の取得による場合、普通株式を目的とする
新株予約権の行使による場合または合併、株式交換若
しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除
く。）、次の算式（以下「取得価額調整式」とい
う。）により取得価額を調整する。調整後の取得価額
は、払込期日（払込期間を定めた場合には当該払込期
間の最終日）の翌日以降、また、株主への割当てに係
る基準日を定めた場合は当該基準日（以下「株主割当
日」という。）の翌日以降これを適用する。なお、当
会社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算
式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分
する当会社が保有する普通株式の数」、「当会社が保
有する株式の数」は「処分前において当会社が保有す
る普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
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現行定款 定款変更案
６　当会社に取得をさせることによりまたは当会社に
取得されることにより、調整前の取得価額を下回る価
額をもって普通株式の交付を受けることができる株式
を発行または処分する場合（株式無償割当ての場合を
含む。）、かかる株式の払込期日（払込期間を定めた
場合には当該払込期間の最終日。以下本項において同
じ。）に、株式無償割当ての場合にはその効力が生じ
る日（株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当
該基準日。以下本項において同じ。）に、また株主割
当日がある場合はその日に、発行または処分される株
式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付され
たものとみなし、取得価額調整式において「１株あた
り払込金額」としてかかる価額を使用して計算される
額を、調整後の取得価額とする。調整後の取得価額
は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合には
その効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日があ
る場合にはその日の翌日以降、これを適用する。
７　行使することによりまたは当会社に取得されるこ
とにより、普通株式１株あたりの新株予約権の払込価
額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計
額が調整前の取得価額を下回る価額をもって普通株式
の交付を受けることができる新株予約権を発行する場
合（新株予約権無償割当ての場合を含む。）、かかる
新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合
にはその効力が生ずる日（新株予約権無償割当てに係
る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本項におい
て同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日
に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使さ
れまたは取得されて普通株式が交付されたものとみな
し、取得価額調整式において「１株あたり払込金額」
として普通株式１株あたりの新株予約権の払込金額と
新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式
１株あたりの価額の合計額を使用して計算される額
を、調整後の取得価額とする。調整後の取得価額は、
かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無
償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、
また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、こ
れを適用する。
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現行定款 定款変更案
８　第３項ないし前項に掲げた事由によるほか、以下
の各号のいずれかに該当する場合には、当会社はＢ種
優先株主およびＢ種優先登録株式質権者に対して、あ
らかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調整後
の取得価額、適用の日およびその他必要な事項を通知
したうえ、取得価額の調整を適切に行うものとする。
(1) 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の

発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、
吸収分割による他の会社がその事業に関して有す
る権利義務の全部若しくは一部の承継または新設
分割のために取得価額の調整を必要とするとき。

(2) 前号のほか､普通株式の発行済株式の総数（但し､
当会社が保有する普通株式の数を除く。）の変更
または変更の可能性を生ずる事由の発生によって
取得価額の調整を必要とするとき。

９　取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円
単位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を四
捨五入する。
10　取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後
取得価額と調整前取得価額との差額が１円未満にとど
まるときは、取得価額の調整はこれを行わない。

（新設）

（議決権）
第11条の16　Ｂ種優先株主は、法令に別段の定めが
ある場合を除き、株主総会において議決権を有しな
い。

（新設）

（株式の併合または分割等）
第11条の17　法令に別段の定めがある場合を除き、
Ｂ種優先株式について株式の併合または分割は行わな
い。Ｂ種優先株主には、募集株式または募集新株予約
権の割当てを受ける権利を与えず、株式または新株予
約権の無償割当てを行わない。
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現行定款 定款変更案

（新設）

（種類株主総会への準用）
第11条の18　第11条（基準日に係る規定）および第
３章の規定（株主総会に係る規定）は、Ｂ種種類株主
総会について準用する。

（新設）

第２章の４　優先順位
（優先順位）
第11条の19　Ａ種優先株式の優先配当金（Ａ種期中
優先配当金を含む。以下本項において同じ。）、Ｂ種
優先株式の優先配当金（Ｂ種期中優先配当金を含む。
以下本項において同じ。）ならびにその他の種類の株
式の株主および登録株式質権者（普通株式を有する株
主（以下「普通株主」という。）および普通株式の登
録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」といい、
普通株主と併せて「普通株主等」という。）を含むが
これに限られない。）に対する剰余金の配当の支払順
位は、Ａ種優先株式の優先配当金およびＢ種優先株式
の優先配当金を第１順位（それらの間では同順位）、
その他の種類の株式の株主および登録株式質権者（普
通株主および普通登録株式質権者を含むがこれに限ら
れない。）に対する剰余金の配当を第２順位とする。
２　Ａ種優先株主等、Ｂ種優先株主等およびその他の
種類の株式を有する株主（普通株主等を含むがこれに
限られない。）に対する残余財産の分配の支払順位
は、Ａ種優先株主等およびＢ種優先株主等に対する残
余財産の分配を第１順位（それらの間では同順位）、
その他の種類の株式を有する株主（普通株主等を含む
がこれに限られない。）に対する残余財産の分配を第
２順位とする。
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現行定款 定款変更案
３　当会社が剰余金の配当または残余財産の分配を行
う額が、ある順位の剰余金の配当または残余財産の分
配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順
位の剰余金の配当または残余財産の分配を行うために
必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配
当または残余財産の分配を行う。

（新設）

（期中配当金）
第43条の２　当会社は、前２条のほか、基準日を定め
て当該基準日の最終の株主名簿に記載または記録され
た株主または登録株式質権者に対して剰余金の配当
（以下「期中配当金」という。）を行うことができ
る。

（配当金等の除斥期間）
第44条　配当財産が金銭である場合は、その支払開始
の日から満３年を経過しても受領されないときは、当
会社はその支払義務を免れるものとする。
２．未払の期末配当金および中間配当金には利息をつ
けない。

（配当金等の除斥期間）
第44条　配当財産が金銭である場合は、その支払開始
の日から満３年を経過しても受領されないときは、当
会社はその支払義務を免れるものとする。
２．未払の期末配当金、中間配当金および期中配当金
には利息をつけない。
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